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袋井市では、禁煙や受動喫煙防止に自主的に取り組む事業所の取組内容などを紹介し、たばこに関する取組が市

内に広がるようにするため、市内事業所等で行われている たばこに関する取組を随時募集 しています。

取組については、本市ホームページや本通信内で照会させていただきますので、取組を行っている事業所さんは、ぜ

ひ健康づくり課へご連絡ください。

問い合わせ ： 袋井市 総合健康センター 健康づくり課 健康企画室
電話 ： 0538-84-6127 E-Mail ： kenkoudukuri@city.fukuroi.shizuoka.jp

発熱等の症状があり、受診先にお困りの方は、「静岡県発熱等受診相談センター」に御相談ください。

静岡県公式ホームページ「新型コロナウイルス感染症について」

→ https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-420a/kansen/new-cov.html

【事業所名】株式会社杏林堂薬局

【業種】小売業

【取り組んだこと】

地域の健康推進を行う企業として、まずは

従業員の健康に関する取組を推進するため、

希望する従業員への禁煙指導を行いました。

【取り組みの様子】

【皆さんへ一言】

杏林堂薬局では、従業員だけでなく禁煙を考えている方への禁煙指導も

行っていますので、ぜひお問い合わせください！

静岡県発熱等受診相談センター TEL：050-5371-0561

・ 敷地内禁煙を実施していること。

※ 他の店舗と敷地を共有する場合は、少なくとも自店が使用する範囲内に灰皿等を置いていないこと。

・ 従業員に対する禁煙支援を行っていること。

・ 事業所等出前健康教室を活用し、たばこに関する講座を開催していること。

・ 市と連携し、市民への街頭キャンペーン等を実施していること。

・ 健康増進法に基づいた分煙施設が設置されるなど、受動喫煙の防止を徹底して実施していること。

・ その他たばこに関する取組を行っていること。

詳細は別添資料参照

次のいずれかに該当する取組をしていること対象事業所
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まずは電話にて

ご連絡ください！

ご連絡いただいた取組の事例を紹介します！


